


本資料の見方について説明いたします。

上の表は、各介護サービス等の内容の類似性に着目して独自に９つに分類したもの
に有料老人ホームを加え、それぞれの分類（サービス区分）に「訪問系」「通所
系」など略称を設けています。

本資料３ページ以降では、大きな項目ごとの最初のページ右上にこの略称を横一列
に記載していますが、特に、大枠・着色で表示のある略称は、当該項目の説明内容
が該当するサービス区分を示しています。

たとえば、「居住系、有料」が大枠・着色で表示のある項目は、（介護予防）特定
施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、有料老人ホームのサービス等に関する説明内容であることを示
します。

このように、何のサービス等に関する説明内容であるかをひと目で把握できますの
で、ご活用ください。



こちらは、本資料の目次です。見返す際の参考にご活用ください。



認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実
現していく観点から、介護にかかわるすべての者の認知症対応力を向上させていく
ため、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さないものについ
て、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけら
れました。
なお、新規採用者の受講については１年の猶予期間が設けられています。



業務継続に向けた取組みの強化についてです。

必要な取組みとしては、
①【計画策定】 感染症や災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施、
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（ＢＣＰ）を策定
②【研修】 定期的及び新規採用時に研修を実施
③【訓練】 業務継続計画に基づき、定期的に訓練を実施
が挙げられます。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬
から減算されます。（特定（介護予防）福祉用具販売を除く）
ただし、令和７年３月31までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の
整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用さ
れません。
また、訪問系、（介護予防）福祉用具貸与、介護支援については、令和７年３月31
日までの間、減算は適用されません。



・感染症及び災害に係るそれぞれの業務継続計画について、厚生労働省のガイドラ
インや研修動画などを参考に、平常時と緊急時の対応や関係機関との連携体制など
を盛り込んで作成してください。

※制度改正前から整備されている非常災害計画のみでは、業務継続計画が策定され
ているとは言えません。上記の記載すべき項目を確認してください。

・青森市ホームページからも厚生労働省の参考資料を確認できます。
ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護

サービス事業 > 事業者へのお知らせ・各種資料 > 介護施設・事業所における業務
継続計画（BCP）
https://www.city.aomori.aomori.jp/kaigo-hoken/jigyousya/bcp.html



②研修については、定期的及び新規採用時に実施する必要があります。

・年１回以上の研修が必要なサービスは、訪問系・通所系・短期系・多機能系・福
祉用具・介護支援・有料となっています。

・年２回以上の研修が必要なサービスは、居住系・施設系・老福となっています。

③訓練については、定期的に実施する必要があります。

・年１回以上の訓練が必要なサービスは、訪問系・通所系・短期系・多機能系・福
祉用具・介護支援・有料となっています。

・年２回以上の訓練が必要なサービスは、居住系・施設系・老福となっています。

訓練の実施は、必要に応じて机上で行うものでも差し支えありません。

なお、感染症ＢＣＰに係る研修及び訓練については、感染症の予防及びまん延防止
のための研修及び訓練と一体的に実施することも差し支えありません。



感染症対策の強化に関することについてです。

必要な措置として、
①【委員会】 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため、対策を検討
する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図る
②【指針】 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備
③【研修】 定期的及び新規採用時に訓練を実施
④【訓練】 定期的に訓練（シミュレーション）を実施
が挙げられます。



感染対策担当者を定めたうえで、委員は有識者を含めた幅広い職種で構成し、おお
むね６ヶ月に１回以上（施設系、老福は３ヶ月に１回以上）の定期的な委員会の開
催と、その結果について従業者への周知徹底を図ってください。

委員会は他のサービス事業者と連携して行うことや、事業所内で他の会議体と一体
的に運営することも可能となっていますので、各事業所の組織形態に合わせた対応
をしてください。



感染症対策の指針は、平常時と発生時それぞれについて、厚生労働省の手引きを参
考に、対応や連絡体制などの必要事項を盛り込んで作成してください。

厚生労働省資料等をそのまま指針とすることのないよう、事業所の実態にあったも
のを作成してください。



③研修については、定期的及び新規採用時に実施する必要があります。

・年１回以上の研修が必要なサービスは、訪問系・通所系・短期系・多機能系・福
祉用具・介護支援・有料となっています。

・年２回以上の研修が必要なサービスは、居住系・施設系・老福となっています。

④訓練については、定期的に実施する必要があります。

・年１回以上の訓練が必要なサービスは、訪問系・通所系・短期系・多機能系・福
祉用具・介護支援・有料となっています。

・年２回以上の訓練が必要なサービスは、居住系・施設系・老福となっています。

訓練の実施は、必要に応じて机上で行うものでも差し支えありません。

※指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育を行ってください。

※訓練については、指針や研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染
対策をした上でのケアの演習などを実施してください。



高齢者虐待防止の推進に関することについてです。

必要な措置として、
①【運営規程】 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定める
②【委員会】 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業

者にその結果の周知徹底
③【指針】 虐待の防止のための指針を整備
④【研修】 全従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
⑤【担当者】 上記②から④の措置を適切に実施するための担当者を設置
が挙げられます。

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（②～⑤）が講じられていない場合
に、基本報酬から減算されます。（特定（介護予防）福祉用具販売を除く）
なお、（介護予防）福祉用具貸与については、令和９年３月３１日までの間、減算
は適用されません。



※重要事項説明書にも（文末を「です・ます調」に修正して）記載が必要です。
※既に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めている場合でも令和６年度
から義務付けされる内容となっているかご確認ください。

【記載例】
（虐待防止に関する事項）
第〇条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措
置を講ずるものとする。
（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底
を図る。
（２）虐待防止のための指針の整備
（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施
（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者
を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、
これを市町村に通報するものとする。



虐待の防止のための指針に盛り込む項目としては、次のような内容が考えられます。
イ 施設における虐待の防止に関する基本的な考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

「青森市高齢者虐待防止マニュアル」等資料は指針ではありませんので、事業所の
実態にあった指針を作成してください。



④研修については、定期的及び新規採用時に実施する必要があります。

・年１回以上の研修が必要なサービスは、訪問系、通所系、短期系、多機能系、福
祉用具、介護支援、有料となっています。

・年２回以上の研修が必要なサービスは、居住系、施設系、老福となっています。

※指針に基づいた研修プログラムを作成し、実施してください。

※定期的に実施し、新規採用時には必ず個別に研修を行ってください。

※研修の実施内容を必ず記録してください。

⑤担当者については、

※指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育を行ってください。

※訓練については、指針や研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染
対策をした上でのケアの演習などを実施してください。



口腔衛生管理の強化に関することについてです。

口腔衛生管理の強化については、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に
応じた口腔衛生管理を計画的に実施することが義務づけられました。
（施設系：R3.4.1～、（介護予防）特定施設入居者生活介護：R6.4.1～）

入所者に対する口腔衛生の管理について、基本サービスとして行うことを踏まえ、
入所者の口腔の健康状態に応じて、上記の手順により計画的に行ってください。
【経過措置期間】施設系：～R6.3.31

（介護予防）特定施設入居者生活介護：～R9.3.31



栄養ケア・マネジメントの充実に関することについてです。

栄養ケア・マネジメントの充実については、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配
置を位置づけるとともに、入所者ごとの栄養管理を計画的に実施することが義務づ
けられています。

入所者に対する栄養管理について、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして
行うことを踏まえ、管理栄養士（上記※参照）が入所者の栄養状態に応じて、計画
的に行ってください。



身体的拘束の適正化に関することについてです。

必要な措置として、
①【委員会】 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ヶ月に

１回以上開催
②【指針】 身体的拘束等の適正化のための指針を整備
③【研修】 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的及び新規採用時に実施
④【記録】 やむを得ず、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
が挙げられます。

身体的拘束等の適正化のための措置（①～④）が講じられていない場合は、基本報
酬から減算されます。（訪問系、通所系、福祉用具、介護支援、有料を除く）
なお、短期系、多機能系については、令和７年３月３１日までの間、減算は適用さ
れません。



身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ヶ月に１回以上開催し、
従業者にその結果の周知徹底を図ってください。

◆構成メンバーは、管理者や従業者に加え、第三者や専門家を活用した構成が望ま
しいです。
◆関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、一体的に設置・運営す
ることも可能とします。

身体的拘束に該当する事例（該当する可能性のある事例）がない場合でも必ず開催
してください。

次のような取組みを、具体的取組みとして想定しています。
（１）身体的拘束等について報告するための様式を整備
（２）身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録し、（１）の様式

により報告
（３）委員会において、（２）により報告された事例を集計し、分析
（４）発生の状況等を分析し、発生原因、結果等を取りまとめ、適正性及び

適正化策を検討
（５）報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底
（６）適正化策を講じた後に、その効果について評価



身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込む項目としては、次のような内容が考
えられます。

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本

方針
ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

「青森市高齢者虐待防止マニュアル」等資料は指針ではありませんので、事業所の
実態にあった指針を作成してください。



③研修については、定期的及び新規採用時に実施する必要があります。

・年１回以上の研修が必要なサービスは、有料となっています。

・年２回以上の研修が必要なサービスは、居住系、施設系、老福となっています。

・令和６年度から義務付けとなる短期系、多機能系においては、１年間の経過措置
期間があります。

※指針に基づいた研修プログラムを作成し、実施してください。

※定期的に実施し、新規採用時には必ず個別に研修を行ってください。

※研修の実施内容を必ず記録してください。

※身体的拘束等の適正化のための研修と虐待の防止のための研修とを一体的に実施
する場合は、どちらかの内容に偏ることがないよう留意する必要があります。



身体的拘束は、高齢者本人の身体や精神に重大な悪影響を及ぼすおそれがあり、人
権侵害に該当する行為と考えられます。そのため、「緊急やむを得ない」場合を除
き、身体的拘束はすべて高齢者虐待に該当する行為と考えられます。

「緊急やむを得ない場合」とは、ケアの工夫のみでは十分に対処できないような、
「一時的に発生する突発事態」のみに限定されます。安易に「緊急やむを得ない」
ものとして身体的拘束を行うことのないよう、要件・手続きに沿って慎重な判断を
行うことが求められます。

３つの要件をすべて満たす状態であることをチームで検討、確認及び記録しておく
必要があります。



切迫性・非代替性・一時性の３つの要件を満たす場合であっても、上記の留意点に
十分留意してください。



記録についての留意点

・緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければなりません。
・日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐
次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設
全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有しなければなりません。


